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デラウェア州の会社の取締役が善管注意義務と忠実義務を負うということはよく理解されている。
一般的に、善管注意義務では、取締役が合理的に入手可能な全ての重要な情報に基づいて意思決定
を行うことが要求され、忠実義務では、取締役が会社とそのステークホルダーの最善の利益を実現
するために独立した利害関係のない立場で誠実に行動することが要求される。

あまり議論されていないのは、元取締役が会社に対して負う善管注意義務である。一般的に、元取
締役は、会社の取締役会から退くと善管注意義務を負わないとされているが、このルールには特筆
すべき例外がある。取締役を辞任することを検討している取締役は、この例外に留意する必要があ
る。 

BelCom, Inc. v. Robb訴訟において、被告は、デラウェア州の会社の元取締役であり大株主であっ
た。当該会社は、被告である取締役が、根拠のない数百万ドルの経費の払戻しを求めたこと、およ
び、当該会社がその支払いを拒否した際に、被告が当該会社に対して訴訟を提起すると脅迫し、当
該会社の重要な従業員に対して補償契約（Indemnification Agreement）の締結を要求するよう促す
など、当該会社に対して払戻しを強要する一連の嫌がらせを開始したことなどにより、善管注意義
務に違反したとして、当該取締役に対して訴訟を提起した。

裁判所は、被告は会社に対する忠誠義務に違反した、と判断した。裁判所は、被告が取締役の解任
前後に発生した忠実義務違反について責任を負う可能性があるとした上で、「元取締役は、委任関
係の終了前に開始された取引に関与した場合、または、委任関係が存在する間に取得した情報に基
づく取引に関与した場合には、当然、善管注意義務に違反する。」と説明した（BelCom, Inc. Ch.
LEXIS 58, *9, （Del. Ch. April 28, 1998））。

同判決は、デラウェア州の会社の元取締役が、重大な行為および損害が取締役の在任期間中に開始
された取引に起因する場合には、善管注意義務違反について責任を負う可能性があると示したもの
である。

同判決のルールは、これまでに何度か認められている。例えば、重要な判例である、Neurvana
Med., LLC v. Balt USAでは、元取締役が「辞任前に入手した機密情報や知識を利用して会社に損害を
与え、善管注意義務に違反した。」と認定された (Neurvana Med., LLC v. Balt USA, C.A. No. 2019-
0034-KSJM, 2020Del. Ch. LEXIS 77, *26 (Del. Ch. Feb. 27, 2020)) 。また、Leased Access Pres.
Ass. v. Thomasでは、裁判所は、元取締役が、取締役在任中に入手した情報を、後に行われた市と
の契約のための入札において当該会社と競合するために利用したことを理由に、当該会社の元取締
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役に対する善管注意義務違反の訴えにおいて、元取締役が求める訴えの却下は認められないと判断
した （Leased Access Pres. Ass'n v. Thomas, C.A. No. 2019-0310-KSJM, 2020 Del. Ch. LEXIS 227,
*9, （Del. Ch. Jan. 8, 2020））。

デラウェア州の会社の元取締役は、当該会社の取締役ではなくなった後も、取締役在任中（または
取締役在任中に入手した情報を利用した場合には取締役退任後）に行った行為が善管注意義務違反
に問われる可能性があることに留意すべきである。

この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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